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計画策定にあたって

第２節　計画の位置付け

第１節　計画策定の趣旨

第３節　計画の期間

　この度策定する「第９期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」（以下「第９期計画」と
いう。）は、「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる令和 22（2040）年を見据えつつ、国の介護保険
事業に係る基本指針等を踏まえながら、引き続き、地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、
介護保険制度の改正に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにすること
を目的とするものです。

　第９期計画は、老人福祉法第20条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第１１７
条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定したものです。
　本市における高齢者福祉施策の総合的指針として位置付けられるものであり、「富津市みらい構想」、
「富津市人口ビジョン 2040」や「富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」をはじめ、「千葉県高齢
者保健福祉計画」等との整合・調和を図って策定しています。

　「介護保険事業計画」は３年ごとに定めることとなっており、この度策定する「第９期計画」の期間
は令和６（2024）年度から令和８（2026）年度とします。また、「高齢者福祉計画」も「介護保険事業計画」
と一体的に策定することとされていることから、同３年間を計画期間と定めます。

 
 
 

第10期計画
令和9年度～
　令和11年度

第8期計画
令和3年度～
　令和5年度

第9期計画
 

 

……  
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図表　計画の期間

概要版

第7期計画
平成30年度～
　令和2年度

令和22（2040）年までの中長期的見通し

令和6年度～
　令和8年度

第９期
富津市介護保険事業計画・
富津市高齢者福祉計画
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計画の基本理念と施策の展開
第１節　計画の基本理念と施策体系

　第９期計画では、「高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らせるまち」を基本理念
に定め、３つの目標と９つの施策を定めます。

第４節　日常生活圏域の設定
　本市では、引き続き富津、大佐和、天羽の３地域を設定します。

第２節　【目標１】健康づくりを推進する

（１）【施策①】介護予防の推進

１．一般介護予防事業の実施 ３．公共施設や通いの場の活用

① 富津市いきいき百歳体操の普及・啓発 ① 自主的活動の場への参加支援

②  フレイルサポーターの養成及びフレイル
チェック講座の開催 ② 通いの場への専門職の派遣

２．介護予防・生活支援サービス事業の実施 ４．社会参加を通じた介護予防の推進

①  介護予防・日常生活支援総合事業に基づく
地域住民が主体となった活動の支援 ① 社会資源の把握と個別マッチングの検討

② 生活支援コーディネーターの配置 ② ふっつの地域支えあい手帳の見直し

③  意見交換会、発表会の開催を通じた地域課
題の把握

（２）【施策②】健康づくりの推進

①  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
の推進 ⑤ こころの健康

② 後期高齢者健康診査 ⑥ 食生活指導

③ 後期高齢者医療歯科口腔健康診査 ⑦ スポーツの推進

④ 後期高齢者短期人間ドック・脳ドック費用助成

計画の基本理念

高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らせるまち
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（１）【施策③】在宅医療・介護連携の推進

① 地域の医療・介護の資源の把握 ⑥ 医療・介護・福祉関係者の研修

②  在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策
の検討 ⑦ 地域住民への普及啓発

③  切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体
制の構築推進

⑧  在宅医療・介護連携に関する関係市町村の
連携

④ 医療・介護関係者の情報共有の支援 ⑨ 再発予防の推進

⑤ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

（２）【施策④】認知症施策の推進

① 認知症初期集中支援チームの運営 ④ 認知症に対する理解を深めるための啓発

② 認知症ケアパスの普及 ⑤ 認知症の人と家族の居場所づくり

③ 地域での見守り体制づくり ⑥  認知症に対する医療・介護サービスの質の
向上

（３）【施策⑤】多様なサービスの充実と介護者支援の強化

① 地域包括支援センターの機能強化 ⑧ 車椅子・福祉カーの貸出

② 地域ケア会議の充実 ⑨ 高齢者の住まいの改修

③ 総合相談 ⑩ 高齢者の移動手段の確保

④ 紙おむつ給付事業 ⑪ 介護・福祉人材の確保

⑤ 在宅ケアサービス ⑫ 在宅生活を支える基盤整備

⑥ ちょっと困ったときのお助け隊
⑬  エンディングノート（マイライフノート）

の作成・配布

⑦ シルバーテレホン友愛サービス

第３節　【目標２】在宅生活が継続できる体制を整備する
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（２）【施策⑦】災害・感染症対策の強化

① 災害時の支援 ① 感染症対策の実施

（３）【施策⑧】高齢者虐待の防止

１．支援の情報提供と虐待の根絶に向けた啓発 ３．相談窓口の相互連携の強化

① 老人週間等に合わせた広報の実施 ① 立入調査の実施

② 出前講座等の実施 ② 虐待による緊急保護

２．早期発見・通告のための体制整備 ③ 養護者への面会制限

① 地域住民等の見守り ４．権利擁護の推進

② 高齢者見守り事業 ①  法律相談・法テラス・リーガルサポート等
の情報提供

③ 対応マニュアルの整備 ② 成年後見制度の申立ての実施

④  養護者が安心して生活を送るための環境整備 ５．関係機関・部署との協働と計画の推進

① 地域包括支援センター等との連携

② コアメンバー会議の開催

③ 個別支援会議の開催

（４）【施策⑨】成年後見制度の推進

①  富津市成年後見制度利用促進基本計画（仮称）
の策定 ④ 制度利用費用助成

② 成年後見制度の普及啓発 ⑤  ふっつ成年後見支援センター（仮称）の運営

③ 市長申立の実施

（１）【施策⑥】地域づくりの推進

１．支え合い活動の推進

① 地域づくりの支援 ⑥ 消費者被害の防止

② 要援護者地域見守り事業の推進 ⑦ 養護老人ホーム等への適切な措置

③ 福祉緊急救助通報システム設置事業の実施 ⑧ 高齢者の活躍の場づくり

④ 高齢者見守り事業の推進 ⑨ 生涯学習の支援

⑤ 日常生活自立支援事業 ⑩ 高齢者の就労支援

第３節　【目標３】地域でのつながりを強化する
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介護保険サービスの見込みと保険料の算出
第１節　介護保険サービス量の見込み
（１）介護予防サービス・居宅サービス

（２）施設サービス

サービス
第９期見込み

サービス
第９期見込み

R6年度 R7年度 R8年度 R6年度 R7年度 R8年度

介護予防訪問入浴介
護

1 1 1 訪問介護 399 411 422

介護予防訪問看護 23 24 24 訪問入浴介護 65 67 70

介護予防訪問リハビ
リテーション

4 4 4 訪問看護 162 166 171

介護予防居宅療養管
理指導

15 16 16
訪問リハビリテー
ション

52 53 57

介護予防通所リハビ
リテーション

40 41 41 居宅療養管理指導 207 213 220

介護予防短期入所生
活介護

2 2 2 通所介護 570 584 599

介護予防短期入所療
養介護（老健）

0 0 0
通所リハビリテー
ション

147 149 153

介護予防短期入所療
養介護（病院等）

0 0 0 短期入所生活介護 204 210 217

介護予防短期入所療
養介護（介護医療院）

0 0 0
短期入所療養介護

（老健）
2 2 2

特定介護予防福祉用
具購入

4 4 4
短期入所療養介護

（病院等）
0 0 0

介護予防福祉用具貸
与

222 225 228
短期入所療養介護

（介護医療院）
0 0 0

特定介護予防福祉用
具購入

4 4 4 福祉用具貸与 891 913 939

介護予防住宅改修 5 5 5 特定福祉用具購入 12 12 12

介護予防特定施設入
居者生活介護

5 5 5 住宅改修 8 8 8

特定施設入居者生活
介護

46 47 48

サービス
第９期見込み

R6年度 R7年度 R8年度

介護老人福祉施設 369 369 369 

介護老人保健施設 197 197 197 

介護医療院 6 6 6 

介護療養型医療施設 − − − 

単位：人

単位：人



6

サービス
第９期見込み

サービス
第９期見込み

R6年度 R7年度 R8年度 R6年度 R7年度 R8年度

介護予防認知症対応
型通所介護

0 0 0
小規模多機能型居宅
介護

29 36 45

介護予防小規模多機
能型居宅介護

2 2 2
認知症対応型共同生
活介護

60 61 62

介護予防認知症対応
型共同生活介護

0 0 0
地域密着型特定施設
入居者生活介護

0 0 0

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

39 41 41
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護

29 29 29

夜間対応型訪問介護 0 0 0
看護小規模多機能型
居宅介護

0 0 0

地域密着型通所介護 190 193 198 複合型サービス 0 0 0

認知症対応型通所介
護

5 5 6

単位：人

（4）介護予防支援・居宅介護支援

（３）地域密着型介護予防サービス・地域密着型サービス

サービス
第９期見込み

R6年度 R7年度 R8年度

介護予防支援 252 257 258

居宅介護支援 1,352 1,387 1,422 

※利用者数は１月当たりの利用者数を示す。端数処理により、利用が見込まれていても利用者数が０になることがある。
※令和５年度は見込み。

第２節　介護保険施設等の整備方針
　令和８年度において、小規模多機能型居宅介護を富津地区または天羽地区に整備することを見
込んでいます。

単位：人
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単位：人
第３節　保険料の算定
（１）保険給付費等の見込額

　１．標準給付費見込額

（２）介護保険料基準額（月額）の算定方法

　２．地域支援事業費見込額

区分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計

標準給付費見込額〔Ａ〕 5,234,397 5,343,048 5,452,071 16,029,515 

総給付費（財政影響額調整後） 4,861,598 4,962,996 5,065,607 14,890,201 

特定入所者介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後） 206,670 210,736 214,278 631,684 

高額介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後） 147,934 150,808 153,371 452,113 

高額医療合算介護サービス費等給付額 14,732 14,998 15,253 44,983 

算定対象審査支払手数料 3,461 3,511 3,562 10,533 

※合計額について、端数処理により完全に一致しない。

区分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計

地域支援事業費〔Ｂ〕 244,493 255,479 256,807 756,779

介護予防・日常生活支援総合事業費 134,113 144,823 146,151 425,087

包括的支援事業（地域包括支援セン 
ターの運営）及び任意事業費 101,785 102,061 102,061 305,907

包括的支援事業（社会保障充実分） 8,595 8,595 8,595 25,785

項目 合計 項目 合計

標準給付費見込額〔Ａ〕 16,029,515 保険料収納必要額〔Ｌ〕 3,828,336

地域支援事業費見込額〔Ｂ〕 756,779 予定保険料収納率 99.00%

第１号被保険者負担分相当額〔Ｄ〕 3,860,848 準備基金取崩額の影響額 ０

調整交付金相当額〔Ｅ〕 822,730 準備基金の残高 228,860

調整交付金見込額〔Ｉ〕 855,242 準備基金取崩額 ０

調整交付金見込交付割合〔Ｈ〕 準備基金取崩割合 ０. ０％

後期高齢者加入割合補正係数〔Ｆ〕

所得段階別加入割合補正係数〔Ｇ〕

単位：千円

単位：千円

単位：千円
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（３）基準額に対する介護保険料の段階設定等
　第９期計画期間内における介護保険料の段階設定は１３段階とし、各段階を次のとおり設定します。

段階 保険料率 対象者
保険料額
（年額）

第 1段階 基準額 ×0.455

生活保護を受給している者、又は 市民税非課税世帯で老齢
福祉年金を受給している者

36,580 円
市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の者

第 2段階 基準額 ×0.685
市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円を超え、120 万円以下の者

55,070 円

第 3段階 基準額 ×0.690
市民税非課税世帯で、第 1 段階及び第 2 段階の要件に該当
しない者

55,470 円

第 4段階 基準額 ×0.900
市民税課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が 80 万円以下の市民税非課税の者

72,360 円

第 5段階
（保険料基準段階） 基準額 ×1.000

市民税課税世帯で、第４段階の要件に該当しない市民税非
課税の者

80,400 円

第 6段階 基準額 ×1.200

市民税課税者で、
前年の合計所得金額が

120 万円未満の者 96,480 円

第 7段階 基準額 ×1.300 120 万円以上 210 万円未満の者 104,520 円

第 8段階 基準額 ×1.500 210 万円以上 320 万円未満の者 120,600 円

第 9段階 基準額 ×1.700 320 万円以上 420 万円未満の者 136,680 円

第 10段階 基準額 ×1.900 420 万円以上 520 万円未満の者 152,760 円

第 11段階 基準額 ×2.100 520 万円以上 620 万円未満の者 168,840 円

第 12段階 基準額 ×2.300 620 万円以上 720 万円未満の者 184,920 円

第 13段階 基準額 ×2.400 720 万円以上の者 192,960 円

※�第１号被保険者のうち、市民税が非課税である第１段階から第３段階に該当する者については、公費負担による保険料の負担軽減を実施します。
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